
○朝霞市景観形成補助金交付に関する事務取扱基準の運用指針

平成３０年４月２日その他第１０号

１ 交付対象者について（第２条関係）

景観づくり団体の構成員は、おおむね５名以上で組織するものとする。

２ 交付対象行為について（第３条関係）

景観形成補助金の交付対象となる事業のうち良好な景観の形成に寄与する

と認められる行為とは、おおむね次のように例示される。

(１) 道路等公共に面する部分のベンチ等の休憩スペース、交流・オープン

スペース等の整備

(２) 道路等公共に面する部分の緑化（沿道緑化、シンボルツリーの植栽、

プランターの設置等）活動

(３) 景観に関するセミナー、ワークショップ、講演会、研修会等の開催

(４) 景観に関する計画、自主的なルールづくりその他調査研究活動

(５) 景観に関する周知、広報活動

(６) 景観重要建造物、景観重要樹木、地域の景観資源等を活用したライト

アップ、スタンプラリー、ガイドツアー、コンサート、フォトコンテスト、

オープンガーデン等の開催その他意識啓発活動

３ 補助金の額について（第４条関係）

交付対象行為を行うために必要な経費とは、おおむね次のように例示され

る。

附 則

この運用指針は、平成３０年４月４日から適用する。

附 則

この運用指針は、平成３０年７月１２日から適用する。

交付対象となる経費

(１) 謝礼金

(２) 消耗品費

(３) 印刷費

(４) 資料費

(５) 通信費

(６) 保険料

(７) 使用料

(８) その他

講演会等に係る講師謝金等

消耗品の購入費

パンフレット、チラシ等の広告物、報告書その他資料の

印刷費、複写費

図書、文献・資料等の購入費

ハガキ・切手等の郵便料

損害保険料

会議室、イベント会場の使用料、物品の賃借料

市長が適当と認める経費

交付対象とならない経費

(１) 備品購入費 (２) 団体等の運営に係る経常的な経費（電話代、光熱

水費、ガソリン代） (３) 交通費 (４) 食料費 (５) 構成員に対する

人件費 (６) 個人給付的な経費 (７) 領収書等支払を証するものがない

経費等


